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原付自転車、スク－ター、オートバイ、三輪オートバイ、四輪オートバイの原付自転車、スク－ター、オートバイ、三輪オートバイ、四輪オートバイの原付自転車、スク－ター、オートバイ、三輪オートバイ、四輪オートバイの原付自転車、スク－ター、オートバイ、三輪オートバイ、四輪オートバイの 

エンジン及び，車体に関する部分及び、部品の基本生産工程（ＰＰエンジン及び，車体に関する部分及び、部品の基本生産工程（ＰＰエンジン及び，車体に関する部分及び、部品の基本生産工程（ＰＰエンジン及び，車体に関する部分及び、部品の基本生産工程（ＰＰＢＢＢＢ）））） 

 省間条令省間条令省間条令省間条令１１１１８８８８２２２２号（号（号（号（２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年改訂号）改訂号）改訂号）改訂号） 

ＰＰＢ規定部分及び、部品の目次ＰＰＢ規定部分及び、部品の目次ＰＰＢ規定部分及び、部品の目次ＰＰＢ規定部分及び、部品の目次 
 条令本文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０１ Ｉ－      （１号）鋳造部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０３ ＩＩ－     （２号）焼結部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０３ ＩＩＩ－    （３号）プレス加工及び/又は、成形部分及び部品   ・・・・・・・・・・・・・・０３ ＩＶ－     （４号）鍛造部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ Ｖ－      （５号）機械加工部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ ＶＩ－     （６号）溶接部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ ＶＩＩ－    （７号）表面処理部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ ＶＩＩＩ－   （８号）プラスチック射出成型部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ ＩＸ－     （９号）塗装部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ Ｘ－      （１０号）調製（仕立て）部分及び部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ ＸＩ－     （１１号）フロント ショックアブソ－バー・・・・・・・・・・・・・・・・・０４ ＸＩＩ－    （１２号）リア ショックアブソ－バー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０５ ＸＩＩＩ－   （１３号）ガス入りリア ショックアブソ－バー・・・・・・・・・・・・・・・０５ ＸＩＶ－    （１４号）バルブコマンド用カムツリー（カムシフト） ・・・・・・・・・・・・０５ ＸＶ－     （１５号）シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０５ ＸＶＩ－    （１６号）イグニッションコイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０６ ＸＶＩＩ－   （１７号）電力コイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０６ ＸＶＩＩＩ－  （１８号）ライトコイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０６ ＸＩＸ－    （１９号）パルサーコイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０６ ＸＸ－     （２０号）オイルポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０６ ＸＸＩ－    （２１号）燃焼エンジン用キャブレター（オットーサイクル） ・・・・・・・・・０６ ＸＸＩＩ－   （２２号）電気線材（ハーネス）、コネクション部品付き   ・・・・・・・・・・・０６ ＸＸＩＩＩ－  （２３号）ブレーキ キャリパーユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・０６ ＸＸＩＶ－   （２４号）フロント及び、リアブレーキマスターシリンダーユニット ・・・・・・０７ ＸＸＶ－    （２５号）フューエル供給ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０７ ＸＸＶＩ－   （２６号）トランスミッション シャフトユニット・・・・・・・・・・・・・・０７ ＸＸＶＩＩ－  （２７号）シフトセレクト シャフトユニット・・・・・・・・・・・・・・・・０７ ＸＸＶＩＩＩ－ （２８号）スターター電子ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０８ ＸＸＩＸ－   （２９号）キャブレター及び電気バッテリー付きエアーフィルターユニット・・・０８ ＸＸＸ－    （３０号）ハンドルユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０８ ＸＸＸＩ－   （３１号）ヘッドライト及び、マーターパネル付きハンドルユニット・・・・・・０８ ＸＸＸＩＩ－  （３２号）スターターマグネット（リレー）ユニット・・・・・・・・・・・・・０９ ＸＸＸＩＩＩ－ （３３号）リアフィンダー又は、テール又は、泥よけユニット・・・・・・・・・１０ ＸＸＸＶＩ－  （３４号）ウォーターラジエター（又は、冷却システム） ・・・・・・・・・・・１０ ＸＸＸＶ－   （３５号）エンジンオイル リザーブタンクユニット・・・・・・・・・・・・・１０ ＸＸＸＶＩ－  （３６号）ドライブチェーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ ＸＸＸＶＩＩ－ （３７号）エアーサブフィルターユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ ＸＸＸＶＩＩＩ－（３８号）シフトセレクト ドラムユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ ＸＸＸＩＸ－  （３９号）クランクユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ ＸＬ－     （４０号）燃焼エンジン用コンデンサー放電式 イグニッション装置（ＣＤI）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ ＸＬＩ－    （４１号）盗難防止装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ ＸＬＩＩ－   （４２号）遠芯クラッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ ＸＬＩＩＩ－  （４３号）フリックションクラッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ ＸＬＩＶ－   （４４号）ジュエネレータ（オルタネータ）のステーター・・・・・・・・・・・１２ＬＶ－     （４５号）ヘッドライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ＸＬＶＩ－   （４６号）エアーフィルター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ＸＬＶＩＩ－  （４７号）ジェネレータ（オルタネータ/ダイナモ）   ・・・・・・・・・・・・・１３ 
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ＸＬＶＩＩＩ－ （４８号）スタートマグネットスイッチ（リレー） ・・・・・・・・・・・・・・１３ ＸＬＩＸ－   （４９号）メーターパネルのフューエルメーターの ディスプレー ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ Ｌ－      （５０号）燃焼エンジン（オットーサイクル） ・・・・・・・・・・・・・・・・１３ ＬＩ－     （５１号）スターターモーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ ＬＩＩ－    （５２号）メーターパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ ＬＩＩＩ－   （５３号）オイルラジエター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ ＬＩＶ－    （５４号）電圧レギュレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ ＬＶ－     （５５号）スポークホイール リム（フロント及び、リア） ・・・・・・・・・・１６ ＬＶＩ－    （５６号）キャストホイール リム（フロント及び、リア） ・・・・・・・・・・１６ ＬＶＩＩ－   （５７号) スポークホイール（フロント及び、リア）・・・・・・・・・・・・・１６ ＬＩＩＩ－   （５８号）キャストホイール（フロント及び、リア） ・・・・・・・・・・・・・１７ ＬＶＩＸ－   （５９号）ジェネレータ（オルタネータ）用ローター・・・・・・・・・・・・・１８ ＬＸ－     （６０号）フューエルレベルセンサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ ＬＸＩ－    （６１号）燃焼エンジン（オットーサイクル） ヘッドサブユニッット・・・・・１９ ＬＸＩＩ－   （６２号）スターターペダル シャフト サブユニット・・・・・・・・・・・・１９ ＬＸＩＩＩ－  （６３号）ジェネレータ（オルタネータ/ダイナモ）サブユニット  ・・・・・・・１９ ＬＸＩＶ－   （６４号）ハンドル アッパーブラケット サブユニット・・・・・・・・・・・２０ ＬＸＶ－    （６５号）フットレスト サブユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ ＬＸＶＩ－   （６６号）スターターペダル サブユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ ＬＸＶＩＩ－  （６７号）メーターパネルのタコメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ ＬＸＶＩＩＩ－   (６８号) ラジエター リザーブタンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ ＬＸＩＸ－      （６９号）ラジエター サーモスタット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ ＬＸＸ－    （７０号）キー付きシートロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ ＬＸＸＩ－        (７１号) キー付きヘルメットロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ ＬＸＸＩＩ－  （７２号）キー付きハンドルロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ ＬＸＸＩＩＩ－ （７３号）メーターパネル用スピードメーター・・・・・・・・・・・・・・・・２２ ＬＸＸＩＶ－  （７４号）マスターシリンダー及び、ブレーキキャリパーからなるユニッット・・２２ ＬＸＸＶ－         (７５号) スターターモーター用ローター    ・・・・・・・・・・・・・・ ・・２３ ＬＸＸＶＩ－  （７６号）メーターパネルのフューエルレベルメーター用メカニズモ・・・・・・２３ ＬＸＸＶＩＩ－ （７７号）メーターパネルのスピードメーター/オドメーター用メカニズモ   ・・・２４ ＬＸＸＶＩＩＩ－(７８号) エンジン用エアー吸入バルブ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ ＬＸＸＩＸ－  （７９号）ドライブチェーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ ＬＸＸＸ－   （８０号）インナーフューエルポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ ＬＸＸＸＩ－  （８１号）ブレーキスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ ＬＸＸＸＩＩ－       (８２号) クラッチスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ ＬＸＸＸＩＩＩ－（８３号）ランプ、緊急及びスタータースイッチユニット・・・・・・・・・・・２７ ＬＸＸＸＩＶ－ （８４号）フラッシャー、テールライトとヘッドライト、 遠近ライトとホ－ン、パッシングライト及びアクセルのユニット・・・２７ ＬＸＸＸＶ－  （８５号）フューエルプレッシャレギュレーター・・・・・・・・・・・・・・・２７ＬＸＸＸＶＩ－ （８６号）ラバー、コルク及びスポンジのプレス部品・・・・・・・・・・・・・２７ＬＸＸＸＶＩＩ－（８７号）マフラーコンプリートユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ＬＸＸＸＶＩＩＩ－（８８号）フレーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ＬＸＸＸＩＸ－ （８９号）イグニッションシステムのロックシステム キー付き・・・・・・・・２８ＸＣ－     （９０号）イグニッションシステム キー付き・・・・・・・・・・・・・・・・２８ＸＣＩ－    （９１号）オブジェクロホルダーロック キー付き・・・・・・・・・・・・・・２９ＣＸＩＩ－   （９２号）フューエルタンクロックユニット キー付き・・・・・・・・・・・・２８ 
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N
o１１１１１８２１８２１８２１８２/２０１４２０１４２０１４２０１４    MDIC（工業開発貿易省）（工業開発貿易省）（工業開発貿易省）（工業開発貿易省）/MCTI（化学技術革新省）（化学技術革新省）（化学技術革新省）（化学技術革新省） 省間条令省間条令省間条令省間条令（（（（案案案案）））） 

 工業開発貿易省と科学技術省は、憲法第８７条、単項、第２号に準ずる権限により、１９６７年２月２８日付け大統領令２８８号、第７条、第６項の規定に沿って、決定する： 

 第１条第１条第１条第１条－２００４年７月１９日付け MDIC/MCT 省間条令１８２号及び、省間条令１８２/２０１１号を改訂するその他の省間条約に定められているマナウス・フリー・ゾーンで生産される原付自転車、スクーター、オートバイ、三輪オートバイと四輪オートバイの部分及び、部品の基本生産工程は、次のように変更される。 

 Ｉ－（１号）鋳造部分及び部品Ｉ－（１号）鋳造部分及び部品Ｉ－（１号）鋳造部分及び部品Ｉ－（１号）鋳造部分及び部品 

 

a) 鋳造； 

b) 機械加工、適用に従って； 

c) 仕上げ；及び 

d) 組立、適用に従って。 

 第１項第１項第１項第１項－段“a”に規定されている鋳造工程は、下記製品に関しては国内の他の地域でも行うことが出来る： 

I- 燃焼エンジンライトケース（２５０cc までのエンジン）- NCM:8409.91.90; 

II- 燃焼エンジンレフトケース（２５０cc までのエンジン）- NCM:8409.91.90; 

III- 燃焼エンジンシリンダー（２５０cc までのエンジン）- NCM:8409.91.90; 

IV- 燃焼エンジンライトサイドカバー（２５０cc までのエンジン）- NCM:8409.91.90; 

V- 燃焼エンジンレフトサイドカバー（２５０cc までのエンジン）- NCM:8409.91.90; 

VI- 燃焼エンジンシリンダーヘッドカバー（２５０cc までのエンジン）- NCM:8409.91.90; 

 第２項第２項第２項第２項－マナウス・フリー・ゾーンのみで取引されているスロットルボデー向けの鋳造部分と部品の場合は、カレンダー年度のスロットルボデー合計生産個数の２％を限度として段“a”に規定されている生産工程の実施を免除する。 

 ＩＩ－（２号）焼結部分及び部品ＩＩ－（２号）焼結部分及び部品ＩＩ－（２号）焼結部分及び部品ＩＩ－（２号）焼結部分及び部品 

 

a) 成形； 

b) 焼結； 

c) 圧延； 

d) 焼き入れ、適用に従って；及び 

e) 焼き戻し。 

 ＩＩＩ－（３号）プレス加工及びＩＩＩ－（３号）プレス加工及びＩＩＩ－（３号）プレス加工及びＩＩＩ－（３号）プレス加工及び/又は、成形部分及び部品又は、成形部分及び部品又は、成形部分及び部品又は、成形部分及び部品 

 

a) 切断、適用に従って； 

b) 曲げ又はその他のプレス工程； 

c) 機械加工、適用に従って； 

d) 溶接及び/又は、リベット留め、適用に従って； 

e) 表面処理、熱処理、薬品浸透、適用に従って； 

f) 塗装、適用に応じて； 

g) バフ、適用に応じて；及び 

h) 組立、適用に応じて。 

 第１項第１項第１項第１項－ハンドル一体の製品の鉄パイプのカット工程に関する生産又はオペレーションは、国内のいかな
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る地域でも第３者によって実施することが出来る。 

 第２項第２項第２項第２項－部分と部品が、既に表面処理されていることが証明できる購入された原材料から加工されたメタル部品の、亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキ、アルマイト処理及び、その他の表面処理の工程の実施は免除される。 

 第３項第３項第３項第３項－プレコーティングメタル－PCM タイプの塗装を使用していることが証明できるメタル部品への、段“f”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＩＶ－（４号）鍛造部分及び部品ＩＶ－（４号）鍛造部分及び部品ＩＶ－（４号）鍛造部分及び部品ＩＶ－（４号）鍛造部分及び部品 

 

a) 切断； 

b) 過熱； 

c) 成形； 

d) 熱処理（焼き入れ及び、焼き戻し）； 

e) 仕上げ；及び 

f) 組立、適用に従って。 

 Ｖ－（５号）機械加工部分及び部品Ｖ－（５号）機械加工部分及び部品Ｖ－（５号）機械加工部分及び部品Ｖ－（５号）機械加工部分及び部品 

a) 機械加工； 

b) 溶接、適用に従って； 

c) 表面処理、熱処理又は、薬品浸透、適用に従って； 

d) バフ、適用に従って； 

e) 塗装、適用に従って；及び 

f) 組立、適用に従って。 

 ＶＩ－（６号）溶接部分及び部品ＶＩ－（６号）溶接部分及び部品ＶＩ－（６号）溶接部分及び部品ＶＩ－（６号）溶接部分及び部品 

 

a) 溶接； 

b) 機械加工、適用に従って； 

c) 表面処理、熱処理又は、薬品浸透、適用に従って； 

d) バフ、適用に従って； 

e) 塗装、適用に従って；及び 

f) 組立、適用に従って。 

 ＶＩＩ－（７号）表面処理部分及び部品ＶＩＩ－（７号）表面処理部分及び部品ＶＩＩ－（７号）表面処理部分及び部品ＶＩＩ－（７号）表面処理部分及び部品 

 

a) 表面処理；及び 

b) 組立、適用に従って。 

 ＶＩＩＩ－（８号）プラスチック射出成型部分及び部品ＶＩＩＩ－（８号）プラスチック射出成型部分及び部品ＶＩＩＩ－（８号）プラスチック射出成型部分及び部品ＶＩＩＩ－（８号）プラスチック射出成型部分及び部品 

 

a) プラスチック射出成型； 

b) 塗装、適用に従って；及び 

c) 組立、適用に従って。 

 ＩＸ－（９号）塗装部分及び部品ＩＸ－（９号）塗装部分及び部品ＩＸ－（９号）塗装部分及び部品ＩＸ－（９号）塗装部分及び部品 

 

a) 塗装； 

b) 組立、適用に従って。 

 Ｘ－（１０号）調製（仕立て）部分及び部品Ｘ－（１０号）調製（仕立て）部分及び部品Ｘ－（１０号）調製（仕立て）部分及び部品Ｘ－（１０号）調製（仕立て）部分及び部品 

 

a) 型取り； 

b) マーキング； 

c) 裁断； 
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d) 裁縫、接着及び/又は、溶着；及び 

e) 仕上げ。 

 ＸＩ－（１１号）フロントＸＩ－（１１号）フロントＸＩ－（１１号）フロントＸＩ－（１１号）フロント    ショックアブソ－バーショックアブソ－バーショックアブソ－バーショックアブソ－バー 

 

a) アウターシリンダーの鋳造； 

b) インナーシリンダーの加工； 

c) バフ； 

d) 表面処理、適用に従って； 

e) ニス塗布、適用に従って； 

f) アウターへのインナーシリンダーの取り込み； 

g) ゴムシールとリングの組み付け； 

h) ユニットの漏れテスト； 

i) ゴムトリム又は、ゴムアコーディオンブーツの取り付け； 

j) ダンパーオイルの注入；及び 

l) スプリングとフォーク用ネジの取り付け。 

 ＸＩＩ－（１２号）リアＸＩＩ－（１２号）リアＸＩＩ－（１２号）リアＸＩＩ－（１２号）リア    ショックアブソ－バーショックアブソ－バーショックアブソ－バーショックアブソ－バー 

a) ロッドの機械加工； 

b) ケースの機械加工； 

c) ケースへのスプリング調製ストッパーの溶接； 

d) カバーへのアッパーブラケットの溶接； 

e) ケースへのカバーの溶接； 

f) 表面処理； 

g) ロッドへのピストン組立； 

h) ケースへのインナーパイプの挿入； 

i) スプリング高さアジュスターの取り付け； 

j) インナーパイプへのピストン付きロッドの組み立て； 

k) オイル注入； 

l) ターミナルシートの取り付け； 

m) シーリング； 

n) 圧縮テスト； 

o) ショックアブソーバーボディーのブラケットへのブッシュ組み立て； 

p) ショックアブソーバーボディーへのアウタースプリングの取り付け；及び 

q) ショックアブソーバーボディーへのロアーブラケット固定。 

 ＸＩＩＩ－（１３号）ガス入りリアＸＩＩＩ－（１３号）ガス入りリアＸＩＩＩ－（１３号）ガス入りリアＸＩＩＩ－（１３号）ガス入りリア    ショックアブソ－バーショックアブソ－バーショックアブソ－バーショックアブソ－バー 

a) ショックアブソーバーボディーへのスプリングガイド、ダストガードとスプリングシートの取り付け； 

b) ゴムストッパー、リミッターシートの取り込み； 

c) ショックアブソーバーボディーへのロアーブラケットの固定； 

d) スプイングの嵌め込み； 

e) ショックアブソーバーボディーへのスプリング調製ストッパー及び/又はストッパーリングの固定；及び 

f) 圧縮テスト。 

 ＸＩＶ－（１４号）バルブコマンド用カムツリー（カムシフト）ＸＩＶ－（１４号）バルブコマンド用カムツリー（カムシフト）ＸＩＶ－（１４号）バルブコマンド用カムツリー（カムシフト）ＸＩＶ－（１４号）バルブコマンド用カムツリー（カムシフト） 

 

a) 機械加工（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) 熱処理、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

c) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の組み立て；及び 

d) 調整。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、ス
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クーターには、段“a”及び、“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＶ－（１５号）シートＸＶ－（１５号）シートＸＶ－（１５号）シートＸＶ－（１５号）シート 

 

a) ベースのプラスチック射出成形； 

b) スポンジの鋳抜き（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

c) カバーの仕立て（型取り、マーキング、裁断、裁縫及び、仕上げ）； 

d) 最終組立；及び 

e) 仕上げ；適用に従って。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターには、段“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＶＩ－（１６号）イグニッションコイルＸＶＩ－（１６号）イグニッションコイルＸＶＩ－（１６号）イグニッションコイルＸＶＩ－（１６号）イグニッションコイル 

 

a) センターボビンへの銅線の巻き線； 

b) ニス又は、樹脂の塗布（絶縁材）； 

c) コイルの組立； 

d) カプセル入れ；及び 

e) 電線、シーリングスリーブ、端子、コネクター及び/又は、サプレッサーの取り付け、適用に従って。 

 ＸＶＩＩ－（１７号）電力コイルＸＶＩＩ－（１７号）電力コイルＸＶＩＩ－（１７号）電力コイルＸＶＩＩ－（１７号）電力コイル 

 

a) センタービンへの銅線の巻き線； 

b) 絶縁テープ及び、ニス又は、樹脂の塗布（絶縁材）；及び 

c) コネクター及び/又は、ターミナル付き又は、なしの線材、ケーブル及び/又は、ハーネスの取り付け、適用に従って。 

 ＸＶＩＩＩ－（１８号）ライトコイルＸＶＩＩＩ－（１８号）ライトコイルＸＶＩＩＩ－（１８号）ライトコイルＸＶＩＩＩ－（１８号）ライトコイル 

 

a) センターボビンへの銅線の巻き線； 

b) ニス又は、樹脂の塗布（絶縁材）；及び 

c) コネクター及び/又は、ターミナル付き又は、なしの線材、ケーブル及び/又は、ハーネスの取り付け、適用に従って。 

 ＸＩＸ－（１９号）パルサーコイルＸＩＸ－（１９号）パルサーコイルＸＩＸ－（１９号）パルサーコイルＸＩＸ－（１９号）パルサーコイル 

 

a) コネクター付き又は、なしのセンターボビンへの銅線の巻き線； 

b) 絶縁テープ及び、ニス又は、樹脂の塗布（絶縁材）； 

c) カプセル入れ、適用に従って；及び 

d) コネクター付き又は、なしの線材、ケーブル及び/又は、ハーネスの取り付け、適用に従って。 

 ＸＸ－（２０号）オイルポンプＸＸ－（２０号）オイルポンプＸＸ－（２０号）オイルポンプＸＸ－（２０号）オイルポンプ 

 

a) ケース、ボディー、プレート、ローター及び、カバーの鋳造（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) ポンプボディーへの下記部分と部品の組み立て： １． インナー及び、アウターローター； ２． プレートの固定； ３． シャフト； ４． シャフトへのギヤ；及び ５． カバー。 

 ＸＸＩ－（２１号）燃焼エンジン用キャブレター（ＸＸＩ－（２１号）燃焼エンジン用キャブレター（ＸＸＩ－（２１号）燃焼エンジン用キャブレター（ＸＸＩ－（２１号）燃焼エンジン用キャブレター（オットオットオットオットーーーーササササイイイイクル）クル）クル）クル） 

 

a) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の組立。 

 ＸＸＩＩ－（２２号）電気線材（ハーネス）、コネクションＸＸＩＩ－（２２号）電気線材（ハーネス）、コネクションＸＸＩＩ－（２２号）電気線材（ハーネス）、コネクションＸＸＩＩ－（２２号）電気線材（ハーネス）、コネクション部品付き部品付き部品付き部品付き 
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a) 決められた寸法への線材又は、ケーブルの切断； 

b) 線材又は、カーブルのストリッパー； 

c) ケーブルのメッシュ巻き付け； 

d) ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は、クランプ、適用に従って； 

e) コネクターのレセプタクル（ハウジング）への端子の挿入及び、固定、適用に従って； 

f) コネクターのレセプタクル（ハウジング）の端子へのケーブル又は、線材のハンダ付け、適用に従って； 

g) ケーブル又は、線材への電気及び/又は、電子部品のハンダ付け及び/又は、クランプ、適用に従って； 

h) ケーブル又は、線材への電気及び/又は、電子部品の組み立て、適用に従って；及び 

i) ブラケット、ホルダー、バインバー、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの取り付け、適用に従って。 

 単項単項単項単項－段“h”及び“i”に規定されている生産工程は西部アマゾン地域に限って第３者によって実施できる。 

 ＸＸＩＩＩ－（２３号）ブレーキＸＸＩＩＩ－（２３号）ブレーキＸＸＩＩＩ－（２３号）ブレーキＸＸＩＩＩ－（２３号）ブレーキ    キャリパーユニットキャリパーユニットキャリパーユニットキャリパーユニット 

 

a) ブリーダーへのカバー挿入； 

b) ピストンへのオイルリング及びシールの挿入；及び 

c) 次の段階からなるキャリパーボディーの製造、（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 鋳造； ２． 機械加工、適用に従って； ３． 表面処理；及び ４． 仕上げ 

d) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の、キャリパーボディーへの組み立て。 

 単項単項単項単項－段“c”に規定されている生産工程の実施は下記の生産日程に対応すること：本“省間条例”の公布日から： ２０１４ ２０１５ ２０１６ ４０％ ５０％ ６０％ 

 ＸＸＩＶ－（２４号）フロント及び、リアＸＸＩＶ－（２４号）フロント及び、リアＸＸＩＶ－（２４号）フロント及び、リアＸＸＩＶ－（２４号）フロント及び、リア    ブレーキブレーキブレーキブレーキ    マスターシリンダーユニットマスターシリンダーユニットマスターシリンダーユニットマスターシリンダーユニット 

 

a) 次の段階からなるマスターシリンダーボディーの製造、（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 鋳造； ２． 機械加工、適用に従って；及び ３． 仕上げ。 

b) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＸＶ－（２５号）フューエル供給ユニットＸＸＶ－（２５号）フューエル供給ユニットＸＸＶ－（２５号）フューエル供給ユニットＸＸＶ－（２５号）フューエル供給ユニット 

 

a) エアーフィルターの次のコンポーネントのプラスチック射出成形；ケース、プロテクター、サポート及び、カバー； 

b) カバーへのエアーダクト組み立て； 

c) ケースへのコンダクター組み立て； 

d) カバーとケースへのトリムの組み立て； 

e) ケースへのフィルターエレメントの嵌め込み； 

f) ケースへのカバー固定； 

g) ドレーンパイプの組み立て及び、カバーへの挿入； 

h) フィルターへのトリム組み立て； 
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i) フィルターへのブラケット組み立て； 

j) フューエルポンプへのフィルター組み立て； 

k) ポンプへのフューエルパイプの組み立て； 

l) 次の段階からなるイグニッション装置（ＣＤＩ）の組み立て： １． ケースのプラスチック射出成形、適用に従って； ２． プリント回路基板への電子部品の挿入、ハンダ付け及び/又は、接着； ３． プリント回路基板の導通テスト； ４． プラスチック又は、メタルケース（レセプタクル）へのプリント回路基板の固定； ５． シリカの塗布； ６． 樹脂（封印材）の塗布；及び ７． 乾燥；適用に従って。 

m) ボディーへのイグニッション装置（ＣＤＩ）及び、信号リレーの取り付け。 

 ＸＸＶＩ－（２６号）トランスミッションＸＸＶＩ－（２６号）トランスミッションＸＸＶＩ－（２６号）トランスミッションＸＸＶＩ－（２６号）トランスミッション    シャフトユニットシャフトユニットシャフトユニットシャフトユニット 

 

a) トランスミッションシャフトの機械加工； 

b) 表面処理；及び 

c) ギヤの組み立て。 

 ＸＸＶＩＩ－（２７号）シフトセレクトＸＸＶＩＩ－（２７号）シフトセレクトＸＸＶＩＩ－（２７号）シフトセレクトＸＸＶＩＩ－（２７号）シフトセレクト    シャフトユニットシャフトユニットシャフトユニットシャフトユニット 

 

a) 次の段階からなるセレクトシャフトボディーの製造、（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 機械加工； ２． 表面処理、適用に従って；及び ３． 仕上げ、適用に従って。 

b) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の組立。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＸＶＩＩＩ－（２８号）スターター電子ユニットＸＸＶＩＩＩ－（２８号）スターター電子ユニットＸＸＶＩＩＩ－（２８号）スターター電子ユニットＸＸＶＩＩＩ－（２８号）スターター電子ユニット 

 

a) ケースのプラスチック射出成形； 

b) 次の段階からなるコイルの下加工、（適用に従って）： １． センターボビンへの銅線の巻き線； ２． ニス又は、樹脂（絶縁材）の塗布；及び ３． コイルの組み立て。 

c) イグニッションモジュールへのコイルハンダ付け、適用に従って； 

d) プラスチックケース（レセプタクル）へのコイル又は、コイルユニット/イグニッションモジュールの組み立て； 

e) 樹脂（封印材）の塗布；及び 

f) コネクター付き又は、なしの線材、ケーブル及び/又は、電気ハーネルの取り込み、適用に従って。 

 ＸＸＩＸ－（２９号）キャブレター及び電気バッテリー付きエアーフィルターユニットＸＸＩＸ－（２９号）キャブレター及び電気バッテリー付きエアーフィルターユニットＸＸＩＸ－（２９号）キャブレター及び電気バッテリー付きエアーフィルターユニットＸＸＩＸ－（２９号）キャブレター及び電気バッテリー付きエアーフィルターユニット 

 

a) エアーフィルターの次のコンポーネントの射出成形；ケース、プロテクター、サポート及び、カバー（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) エアーフィルターカバーへのエアーダクトの組み立て； 

c) エアーフィルターケースへのコンダクターの組み立て； 

d) エアーフィルターカバーとケースへのトリムの組み立て； 

e) エアーフィルターケースへのフィルターエレメントの嵌め込み； 

f) エアーフィルターケースへのカバー固定； 

g) ドレーンパイプの組立及び、エアーフィルターカバーへの組み立て； 

h) フィルターへのトリム組み立て； 

i) エアーフィルターケースへのツール及び、ヒューズボックスの取り込み； 

j) キャブレターの組み立て； 
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k) エアーフィルターへのキャブレターの取り込み； 

l) キャブレターへのフューエルパイプの組み立て；及び 

m) エアーフィルターハイジングへの電気バッテリーの固定。 

 ＸＸＸ－（３０号）ハンドルユニットＸＸＸ－（３０号）ハンドルユニットＸＸＸ－（３０号）ハンドルユニットＸＸＸ－（３０号）ハンドルユニット 

 

a) 次の段階からなるハンドルの製造、（４５０cc以下のオートバイ及び、とスクーター向け）： １． パイプの切断及び/又は、曲げ； ２． プレス加工、適用に従って； ３． 溶接、適用に従って； ４． 機械加工、適用に従って； ５． 表面処理及び/又は、塗装；及び 

b) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”のアイテム“１”、“２”、“４”及び、“５”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＸＸＩ－（３１号）ヘッドライト及び、計器パネル付きハンドルユニットＸＸＸＩ－（３１号）ヘッドライト及び、計器パネル付きハンドルユニットＸＸＸＩ－（３１号）ヘッドライト及び、計器パネル付きハンドルユニットＸＸＸＩ－（３１号）ヘッドライト及び、計器パネル付きハンドルユニット 

 

a) 次の段階からなるハンドルの製造： 

1. パイプの切断； 

2. プレス加工、適用に従って； 

3. 溶接、適用に応じて； 

4. 機械加工、適用に応じて； 

5. 表面処理及び/又は、塗装；及び 

6. コンポーネントの基本的レベルに完全に分解された部分の組立。 

b) 次の段階からなるヘッドライトの製造： １． プラスチック部品の射出成形； ２． プラスチック部品の塗装又は、メタリック処理、適用に従って；及び ３． コンポーネントの基本レベルに完全に分解された電気及び、メカ部品の組立、適用に従って。 

c) 次の段階からなるメーターパネルの製造： １． ケース、キャビネット及びファインダーのプラスチック射出成形（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）、適用に従って； ２． 目盛り板の印刷（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）。 

d) 次の段階からなるタコメーターの製造（適用に従って）： １． 目盛り板の印刷、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； ２． タコメーター又は、タコメーター/フューエルメーターのメカニズムへの目盛り板の固定、適用に従って； ３． ポインターの挿入、適用に従って； ４． タコメーターのポインターのレストピンの挿入、適用に従って；及び ５． プリント回路基板への電気及び、電子部品の組み立て、適用に従って； ６． 組立済みプリント回路基板の取り付け、適用に従って。 

e) 次の段階に従ってスピードメーターの製造（適用に従って）： １． 目盛り板の印刷、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； ２． スピードメーター/オドメーターのメカニズムへの目盛り板の固定、適用に従って； ３． ポインターの挿入、適用に従って； ４． ポインターのレストピンの挿入、適用に従って； ５． プリント回路基板への電気及び、電子部品の組み立て、適用に従って；及び ６． 組立済みプリント回路基板の固定、適用に従って。 

f) 次の段階からなるスピードメーター／オドメーターの組み立て（適用に従って）： １． メカニズムへの目盛り板の固定； ２． ポインターの挿入；及び ３． ポインターのレストピンの挿入、適用に従って。 

g) 次の段階からなる最終組み立て： １． ロアーケースへの、スピードメーター、フューエルメーター及び/又は、タコメーターの固定、適用に従って； ２． ロアーケースへのランプの取り付け、適用に従って；及び 
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３． ロアーケースへのキャビネットの固定。 

h) ユニットを形成するためのメーターパネル、ハンドル及びヘッドライトの合体化。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”のアイテム“１”、“２”、“４”と“５”、段“b”のアイテム“１”と“２”、段“c”のアイテム“２”、段“d” と“e”のアイテム“１”と“５”、に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターには、段“c”のアイテム“１”と“２”、段“d”と “e”のアイテム“１”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＸＸＩＩ－（３２号）スターターマグネット（リレー）ユニットＸＸＸＩＩ－（３２号）スターターマグネット（リレー）ユニットＸＸＸＩＩ－（３２号）スターターマグネット（リレー）ユニットＸＸＸＩＩ－（３２号）スターターマグネット（リレー）ユニット 

 

a) 次の段階からなるスターターマグネットスイッチ（リレー）の製造： １． センターボビンへの銅線の巻き線； ２． 端子のハンダ付け又は、圧着； ３． ボディーへの次のコンポーネントの組み立て；シールド板、リターンスプリング、コアー、コイル及び、ブリーチ；及び ４． ベースへの次のコンポーネントの組み立て、接触板、ターミナル、ナット及び、ヒューズ。 

b) 次の段階からなるスターターマグネットスイッチ（リレー）への組み立て： １． クッションラバーの組み込み、適用に従って； ２． ターミナル及び、ヒューズ付きサポーターのる組み込み、適用に従って； ３． バテーリーからのスターターケーブルの結線、適用に従って；及び ４． ベースボディーの組み立て（封印）。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＸＸＩＩＩ－（３３号）リアフィンダー又は、テール又は、泥よけユニットＸＸＸＩＩＩ－（３３号）リアフィンダー又は、テール又は、泥よけユニットＸＸＸＩＩＩ－（３３号）リアフィンダー又は、テール又は、泥よけユニットＸＸＸＩＩＩ－（３３号）リアフィンダー又は、テール又は、泥よけユニット 

 

a) リアフェンダー、テール又は泥よけのプラスチック部品の成形； 

b) リアフェンダー、テール又は泥よけのプラスチック部品の塗装、適用に従って；及び； 

c) 次の段階からなるテールパンプの製造、適用に従って： １． プラスチック部品の成形、； ２． プラスチック部品の塗装又は、メタリック処理；及び ３． コンポーネントの基本レベルに完全に分解された電気及び、メカ部品の組立、適用に従って。 

d) 次の段階からなる反射板の製造： １． レンズとベースの成形；及び ２． レンズとベースの一体化。 

e) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された電気及び、メカ部品の組立、適用に従って。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”から “d”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＸＸＶＩ－（３４号）ウォーターラジエター（又は、冷却システム）ＸＸＸＶＩ－（３４号）ウォーターラジエター（又は、冷却システム）ＸＸＸＶＩ－（３４号）ウォーターラジエター（又は、冷却システム）ＸＸＸＶＩ－（３４号）ウォーターラジエター（又は、冷却システム） 

 

a) ホースの製造； 

b) ラジエターへのラバークッション組み立て； 

c) ラジエターへのブッシュ組み立て；（備考；鉄でない他の材料の物でも良い） 

d) サーモスタットスイッチへの規定トルクの適用； 

e) サーモスタットの端子の接続；及び 

f) ホース及び、パイプの組立、適用に従って。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、第ＸＸＸＩＶ（３４）号の段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 
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第２項第２項第２項第２項－第ＸＸＸIV（３４）号の段“a”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内のいかなる地域でも第３者によって実施することが出来る。 

 ＸＸＸＶ－（３５号）エンジンオイルＸＸＸＶ－（３５号）エンジンオイルＸＸＸＶ－（３５号）エンジンオイルＸＸＸＶ－（３５号）エンジンオイル    リザーブリザーブリザーブリザーブタンクユニットタンクユニットタンクユニットタンクユニット 

 

a) パイプへのクリップ組み立て；及び 

b) オイルリザーバーへのパイプ組み立て。 

 ＸＸＸＶＩ－（３６号）ドライブチェＸＸＸＶＩ－（３６号）ドライブチェＸＸＸＶＩ－（３６号）ドライブチェＸＸＸＶＩ－（３６号）ドライブチェーーーーンンンン 

 

a) インナー及び、アウターパネルのプレス加工； 

b) ピンの切断及び、成形； 

c) メタリックテープ又は、ソリッドブッシングから、メタル丸棒からの打ち抜きからのロールブッシュの製造、それぞれの場合に従って； 

d) ピンの面取り； 

e) ブッシングのバレル研磨、適用に従って； 

f) プレート、ブッシング、ピン及び、ロールの熱処理； 

g) プレート、ブッシング、ピン及び、ロールのバフ； 

h) ピンのリベットによるチェーンの組み立て；及び 

i) 継ぎ手リンクによるチェーンの閉鎖、適用に従って。 

 第１項第１項第１項第１項－段“h”及び“i”に規定されている生産工程は第三者に委託することはできない。 

 第２項第２項第２項第２項－マナウス・フリー・ゾーンのみで取引されている２５０cc 以上のオートバイ向けのドライブチェーンの場合は、カレンダー年度のドライブチェーンの総生産数量の３％を限度として、基本生産工程は次のようにする； Ｉ－ロールに組み立てられたチェーンの指定寸法での切断； ＩＩ－継ぎ手リンクを使用してのチェーンの閉鎖。 

 第３項第３項第３項第３項－ソリッドブッシングに関してのみ、段“c”、さらに段“f”及び“g”規定されている、冷間打ち抜きからのソリッドブッシングの製造は一時的に免除する。 

 ＸＸＸＶＩＩ－（３７号）エアーサブフィルターユニットＸＸＸＶＩＩ－（３７号）エアーサブフィルターユニットＸＸＸＶＩＩ－（３７号）エアーサブフィルターユニットＸＸＸＶＩＩ－（３７号）エアーサブフィルターユニット 

 

a) 部品のプラスチック成形； 

b) フィルターエレメントの製造；及び 

c) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の組み立て。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”及び“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－段“b”に規定されている工程に関する生産又は、オペレーションは国内のいかなる地域でも第３者によって実施することが出来る。 

 ＸＸＸＶＩＩＩ－（３８号）シフトセレクトＸＸＸＶＩＩＩ－（３８号）シフトセレクトＸＸＸＶＩＩＩ－（３８号）シフトセレクトＸＸＸＶＩＩＩ－（３８号）シフトセレクト    ドラムユニットドラムユニットドラムユニットドラムユニット 

 

a) 次の段階からなるシフトセレクトドラムの製造： １． 鋳造； ２． 機械加工； ３． 溶接、適用に従って； ４． 熱処理、適用に従って；及び ５． 組立、適用に従って。 

b) 次の段階からなるシフトセレクトユニットの組み立て： １． ドラムへのフォークの組み立て； ２． ドラムへのガイドピンの組み立て；及び ３． ドラムへのローターの組み立て。 
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第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－段“b”のアイテム“１”に規定されている工程に関する生産又は、オペレーションは国内のいかなる地域でも第三者によって実施することが出来る。 

 ＸＸＸＩＸ－（３９号）クランクユニットＸＸＸＩＸ－（３９号）クランクユニットＸＸＸＩＸ－（３９号）クランクユニットＸＸＸＩＸ－（３９号）クランクユニット 

 

a) クランクの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 切断； ２． 過熱； ３． 成形； ４． 熱処理（焼き入れ及び、焼き戻し）； ５． 機械加工；及び ６． 仕上げ。 

b) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部分の組み立て；及び 

c) 調整。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＬ－（４０号）ＸＬ－（４０号）ＸＬ－（４０号）ＸＬ－（４０号）燃焼エンジン用コンデンサー放電式イグニッション装置（ＣＤ燃焼エンジン用コンデンサー放電式イグニッション装置（ＣＤ燃焼エンジン用コンデンサー放電式イグニッション装置（ＣＤ燃焼エンジン用コンデンサー放電式イグニッション装置（ＣＤI）））） 

 

a) 部品のプラスチック成形； 

b) プリント回路基板へのコンポーネントの組み立て及び、ハンダ付け及び/又は、接着； 

c) プリント回路基板の導通テスト； 

d) プラスチック又は、メタリックボックス（レセプタクル）へのプリント回路基板の固定・ 

e) シリカ塗布、適用に従って； 

f) 樹脂（封印材）の塗布；及び 

g) 乾燥、適用に従って。 

 ＸＬＩ－（４１号）盗難防止装置ＸＬＩ－（４１号）盗難防止装置ＸＬＩ－（４１号）盗難防止装置ＸＬＩ－（４１号）盗難防止装置 

 

a) プリント回路基板への電気及び電子コンポーネントの組み立て； 

b) プラスチック部分の射出成形； 

c) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された電気及び、メカ部分の組み立て；及び 

d) 最終製品を形成するためのプリント回路基板及び、その他の部分の取り込み。 

 ＸＬＩＩ－（４２号）遠芯クラッチＸＬＩＩ－（４２号）遠芯クラッチＸＬＩＩ－（４２号）遠芯クラッチＸＬＩＩ－（４２号）遠芯クラッチ 

 

a) 遠芯クラッチの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． プレートのプレス加工； ２． 機械加工；及び ３． 仕上げ。 

b) 次の段階からなるクラッチのインナーケースの組み立て： １． ギヤの組み込み； ２． リベット留め； ３． リテンションキャップの取り付け； ４． ワンウエークラッチの取り付け； ５． リングの取り付け；及び ６． ローラーの取り付け。 

c) 次の段階からなるクラッチのプライマリープレートの組み立て； １． バランサーウエートの取り付け、適用に従って； ２． クッションの取り込み；及び ３． リターンスプリングの取り込み。 

d) 最終組立。 

 単項単項単項単項－年間１５万個を限度として、段“a”に規定されている生産工程の実施を免除する。 
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 ＸＬＩＩＩ－（４３号）フリックションクラッチＸＬＩＩＩ－（４３号）フリックションクラッチＸＬＩＩＩ－（４３号）フリックションクラッチＸＬＩＩＩ－（４３号）フリックションクラッチ 

 

a) アウターケースの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． クラッチのアウターケースの鋳造； ２． クラッチのアウターケースの機械加工；及び ３． 仕上げ。 

b) 次の段階からなるクラッチのアウターケースの組み立て： １． クッション及び/又は、スプリングの組み込み； ２． ギヤの組み込み；及び ３． 固定プレートの組み込み。 

c) 次の段階からなるクラッチのセンターハブの組み立て： １． フリクッシンデスクの組み込み； ２． セパレータープレートの組み込み； ３． プレッシャープレートの組み込み；及び ４． 可動プレートの組み込み 

d) クラッチのアウターケースへのセンターハブの組み立て。 

 単単単単項項項項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”のアイテム“２”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＬＩＶ－（４４号）ジュエネレータ（オルタネータ）のステーターＸＬＩＶ－（４４号）ジュエネレータ（オルタネータ）のステーターＸＬＩＶ－（４４号）ジュエネレータ（オルタネータ）のステーターＸＬＩＶ－（４４号）ジュエネレータ（オルタネータ）のステーター 

a) メタリックベースへの電気センサーの組み立て、適用に従って； 

b) メタリックベースへのコイルの組み立て、適用に従って； 

c) コイルの電極への電気ケーブル端子のハンダ付け；及び 

d) メタルベースへのオイルシール及び、ゴムリングの取り付け、適用に従って。 

 ＸＬＶ－（４５号）ヘッドライトＸＬＶ－（４５号）ヘッドライトＸＬＶ－（４５号）ヘッドライトＸＬＶ－（４５号）ヘッドライト 

 

a) プラスチック部品の射出成形； 

b) プラスチック部品の塗装又は、メタリック処理、適用に従って；及び 

c) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された電気及び、メカ部分の組み立て、適用に従って。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月の期間は、段“a”及び、“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＸＬＶＩ－（４６号）エアーフィルターＸＬＶＩ－（４６号）エアーフィルターＸＬＶＩ－（４６号）エアーフィルターＸＬＶＩ－（４６号）エアーフィルター 

 

a) プラスチック部分及び、部品の射出成形又は、ブロー成形、（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）；及び 

b) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部品の組み立て。 

 第１項第１項第１項第１項－４０１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“a”及び、本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－本“省間条令の公布日から１８カ月間の期間、段“a”に規定されているブロー成形の生産工程に関する生産及び、オペレーションの実施は免除される。 

 ＸＬＶＩＩ－（４７号）ジェネレータ（オルタネータＸＬＶＩＩ－（４７号）ジェネレータ（オルタネータＸＬＶＩＩ－（４７号）ジェネレータ（オルタネータＸＬＶＩＩ－（４７号）ジェネレータ（オルタネータ/ダイナモ）ダイナモ）ダイナモ）ダイナモ） 

 

a) 次の段階からなるローターの組み立て： １． ローターケースへのマグネット、フェライト及び/又は、スペーサーの組み立て； ２． 過熱； 
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３． 接着剤の塗布、適用に従って； ４． ローターケースのタブのプレス（封印）、適用に従って； ５． ローターケースハブの固定、適用に従って； ６． ローターのイグニッションポイントの機械加工、適用に従って； ７． マグネット固定プレートの機械加工、適用に従って；及び ８． ローターのバランス調製と着磁。 

b) 次の段階からなるステーターの組み立て： １． メタリックベースへの電気センサーの組み立て、適用に従って； ２． メタリックベースへのコイルの組み立て、適用に従って； ３． コイルの電気極への電気ケーブル端子のハンダ付け；及び ４． ステーターベースへのオイルシール及び、ゴムリングの接着、適用に従って。 

c) 次の段階からなる最終組み立て： １． 製品ボディーへの他のコンポーネントの組み立て、適用に従って； ２． ステーターへのローター組み込み。 

 ＸＬＶＩＩＩ－（４８号）スタートマグネットスイッＸＬＶＩＩＩ－（４８号）スタートマグネットスイッＸＬＶＩＩＩ－（４８号）スタートマグネットスイッＸＬＶＩＩＩ－（４８号）スタートマグネットスイッチ（リレー）チ（リレー）チ（リレー）チ（リレー） 

 

a) センターボビンへの銅線の巻き線； 

b) 端子のハンダ付け又は、圧着； 

c) スイッチボディーへの次のコンポーネントの組み立て、シールド板、リターンスプロング、コアー、コイル及び、ブリーチ； 

d) ベースへの次のコンポーネントの組み立て、グロメット、接触板、端子、ナット及びヒューズ固定板；及び 

e) ベースボディーの組み立て（封印）。 

 ＸＬＩＸ－（４９号）メーターパネルのフューエルメーターのディスプレーＸＬＩＸ－（４９号）メーターパネルのフューエルメーターのディスプレーＸＬＩＸ－（４９号）メーターパネルのフューエルメーターのディスプレーＸＬＩＸ－（４９号）メーターパネルのフューエルメーターのディスプレー    ユニットユニットユニットユニット 

 

a) 目盛板の印刷（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) メカニズモへの目盛板の固定； 

c) 針の挿入；及び 

d) メカニズモへの抵抗の固定。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 Ｌ－（５０号）燃焼エンジン（Ｌ－（５０号）燃焼エンジン（Ｌ－（５０号）燃焼エンジン（Ｌ－（５０号）燃焼エンジン（オットオットオットオットーーーーサイクル）サイクル）サイクル）サイクル） 

a) ヘッドの鋳造、（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) ヘッドカバーの鋳造、（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

c) エンジンケース及び、左右カバーの鋳造、（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

d) シリンダーの鋳造、（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

e) クランクのコネクションロッドの機械加工、（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け） 

f) ケース、ヘッドの塗装、適用に従って（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）；及び 

g) 部分及び、部品からの組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“a”から“f”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＩ－（５１号）スターターモーターＬＩ－（５１号）スターターモーターＬＩ－（５１号）スターターモーターＬＩ－（５１号）スターターモーター 

a) 次の段階からなる電気ハーネスの製造、（適用に従って）： 
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１． 決められた寸法への線材又は、ケーブルの切断； ２． 線材又は、ケーブルのストリッパー； ３． ケーブルのメッシュの巻き付け； ４． ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は、圧着、適用に従って； ５． コネクターのレセプタクル（ハイジング）への端子の挿入と固定、適用に従って； ６． コネクターのレセプタクル（ハイジング）の端子へのケーブル及び、線材のハンダ付け、適用に従って； ７． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ８． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品の組み立て；及び ９． ブラケット、ホルダー、クランプ、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの組み込み、適用に従って。 

b) 次の段階からなるブラシのプラスチックブラケットの組み立て： １． スプリンングの固定；及び ２． ブラシの固定。 

c) 次の段階からなるカバーの組み立て： １．カバーへのベアリング及び/又は、ブッシュの圧入、適用に従って； 

d) 次の段階からなるローターの組み立て： １． ローターシャフトへのコアー圧入； ２． シャフトへのコミテーターの組み立て； ３． 線の巻き線； ４． コイルのカプセル入れ；及び ５． 乾燥。 

e) リアカバーへのターミナルネジ、ブッシュブラケット及び、ローターの組み立て； 

f) フロントカバーへのインシュリングの組み立て； 

g) モーターボディーへのフロントカバーの固定（封印）； 

h) モターへの電気ケーブルの接続、適用に応じて。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－カレンダー年度の生産数量をベースとして、地域の生産の最低５０％は、段“a”に規定されている生産工程は守らなければならない。 

 ＬＩＩ－（５２号）メーターパネルＬＩＩ－（５２号）メーターパネルＬＩＩ－（５２号）メーターパネルＬＩＩ－（５２号）メーターパネル 

a) ケース、キャビネット及び、ファインダーのプラスチック成形、適用に従って（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) 次の段階からなるスピードメーター/オドメーターの製造： １． 目盛板の印刷、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； ２． スピードメーター/オドメーターのメカニズモへの目盛板の固定、適用に従って； ３． ポインターの挿入、適用に従って； ４． ポインターのレストピンの挿入、適用に従って； ５． プリント回路基板への電気及び、電子コンポーネントの組み立て、適用に従って； ６． コントロールプリント回路基板の固定、適用に従って。 

c) 次の段階からなるタコメーター/フューエルメーターの製造（適用に従って）： １． 目盛板の印刷、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； ２． タコメーター/フューエルメーターのメカニズモへの目盛板の固定、適用に従って； ３． ポインターの挿入、適用に従って； ４． タコメーターのポインターのレストピンの挿入、適用に従って； ５． プリント回路基板への電気及び、電子コンポーネントの組み立て、適用に従って； ６． 組立済プリント回路基板の固定、適用に従って。 

d) 次の段階からなる最終組立： １． アンダーケースへのスピードメーター、フューエルメーター及び/又は、タコメーターの
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固定； ２． アンダーケースへのランプの取り付け、適用に従って； ３． アンダーケースへのキャビネットの固定；及び ４． 操作及び、電気動作のテスト。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“b”と“c”のアイテム“５”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“a”、及び、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“b”と“c”のアイテム“１”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＩＩＩ－（５３号）オイルラジエターＬＩＩＩ－（５３号）オイルラジエターＬＩＩＩ－（５３号）オイルラジエターＬＩＩＩ－（５３号）オイルラジエター 

a) ホースの製造；; 

b) ラジアドールカバーのプラスチック成形又は、プレス加工； 

c) 次の段階からなるラジエターの製造： １． メタルパイプの切断； ２． ステッキの成形のためのメタルパイプの曲げ； ３． フィン作成のためのアルミ板のプレス加工； ４． ブラケット枠成形のためのメタル板の切断、プレス加工及び、曲げ； ５． ターミナルボディーのメタルパイプの切断、適用に従って； ６． ターミナル接続のメタルパイプの切断、適用に従って； ７． ターミナルボディー及び、ターミナル接続の曲げ、適用の従って； ８． 出口及び、入口のターミナルを形成するため、ターミナル及び、接続の接続、適用に従って； ９． フィンパッケージへのメタルパイプの組み立て； １０． ブラケット枠へのメタルパイプで構成されたユニット及びフィンパケージの組み立て； １１． 回路を閉鎖するために、ベンド及びコレトールから成る補足コンポーネントの組立；及び １２． コンポーネントの溶接。 

d) ホース及び、キャップの組み立て。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”、“b”及び、“c”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第第第第 2 項項項項－段“a”及び、“c”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内のかなる地域でも第三者によって実施することが出来る。 

 第３項第３項第３項第３項－段“b”に規定されている成形又は、メタルプレス加工の生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内のいかなる地域でも第三者によって実施することが出来る。 

 ＬＩＶ－（５４号）電圧レギュレーターＬＩＶ－（５４号）電圧レギュレーターＬＩＶ－（５４号）電圧レギュレーターＬＩＶ－（５４号）電圧レギュレーター 

a) 端子付きコネクターのプラスチック射出成形； 

b) ヒートシンクへの２次コントロールモジュールとコネクターの合体化、１次コントロールモジュールと一緒に； 

c) ２次コントロールモジュールのメタル端子及び、コネクターのメタル端子の１次コントロールモジュールのメタル端子への溶接、適用に従って；及び 

d) 樹脂による封印。 
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単項単項単項単項－段“a”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内のかなる地域でも第三者によって実施することが出来る。 

 ＬＶ－（５５号）スポークホイールＬＶ－（５５号）スポークホイールＬＶ－（５５号）スポークホイールＬＶ－（５５号）スポークホイール    リム（フロント及び、リア）リム（フロント及び、リア）リム（フロント及び、リア）リム（フロント及び、リア） 

a) リムの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． ホイールリムの成形、切断及び、溶接； ２． 機械加工；及び ３． 表面処理。 

b) 下記の工程からなる組み立て： １． ハブへのベアリング、オイルシール及びスペーサー； ２． ハブとリムへのスポーク； ３． リムへのニップル； ４． 芯だし； ５． リムへのプロテクターバンド、適用に従って；及び ６． ホイールへのスプロケット、適用に従って 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、４０１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“a”、に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＶＩ－（５６号）キャストホイールＬＶＩ－（５６号）キャストホイールＬＶＩ－（５６号）キャストホイールＬＶＩ－（５６号）キャストホイール    リム（フロント及び、リア）リム（フロント及び、リア）リム（フロント及び、リア）リム（フロント及び、リア） 

a) リムの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 鋳造； ２． 熱処理； ３． 機械加工； ４． 表面処理、適用に従って。 

b) 下記の工程からなる組み立て： １． ハブへのベアリング、オイルシール及びスペーサー； ２． 芯だし； ３． リムへのプロテクターバンド、適用に従って；及び ４． ホイールへのスプロケット、適用に従って。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、４０１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“a”、に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＶＩＩ－ＬＶＩＩ－ＬＶＩＩ－ＬＶＩＩ－(５７号５７号５７号５７号)    スポークホイール（フロント及び、リア）スポークホイール（フロント及び、リア）スポークホイール（フロント及び、リア）スポークホイール（フロント及び、リア） 

a) タイヤの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) エアーチューブの製造、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

c) リムの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． ホイールリムの成形、切断及び溶接； ２． 機械加工；及び ３． 表面処理。 

d) 次の工程からなる組み立て： １． ハブへのベアリング、オイルシール及びスペーサー； ２． ハブとリムへのスポーク； ３． リムへのニップル； ４． 芯だし； ５． リムへのプロテクターバンド、適用に従って； ６． エアーチューブ； ７． リムへのタイヤ； ８． ホイールへスプロケット；及び 
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e) バランス取り。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”及び、“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－段“a”及び、“b”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内かなる地域でも第三者によって実施することが出来る。 

 第３項第３項第３項第３項－段“b”に規定されている生産工程に関する生産又は、国内での製造が効果的証明できるまでは、一時的に免除される。 

 ＬＩＩＩ－（５８号）キャストホイール（フロント及び、リア）ＬＩＩＩ－（５８号）キャストホイール（フロント及び、リア）ＬＩＩＩ－（５８号）キャストホイール（フロント及び、リア）ＬＩＩＩ－（５８号）キャストホイール（フロント及び、リア） 

a) タイヤの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) エアーチューブの製造、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

c) リムの製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 鋳造； ２． 熱処理； ３． 機械加工；及び ４． 表面処理、適用に従って。 

d) ホイールスペーサーの製造： １． 切断； ２． 機械加工；及び ３． 表面処理、適用に従って。 

e) ドライブスプロケット製造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． プレス加工； ２． 機械加工； ３． 熱処理； ４． 表面処理又は、塗装、適用に従って。 

f) 次の段階からなるホイールの組み立て： １． セペーサーとベアリング； ２． リムへのエアーバルブ、適用に従って； ３． エアーチューブ、適用に従って； ４． リムへのタイヤ； ５． ユニットのバランス取り； ６． ブレーキデスク又は、ドラム； ７． スプロケットフランジ、適用に従って； ８． リアフォークのブラケット、適用に従って；及び ９． リアフォークのブラケット、適用に従って。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”、“d”及び、“e”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－段“a”、“b”、“d”、及び、“e”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内のかなる地域でも第三者によって実施することが出来る。 

 第３項第３項第３項第３項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc までのオートバイ及び、スクーターに関しては、段“c”、に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第４項第４項第４項第４項－段“b”に規定されている生産工程に関する生産又は、国内での製造が効果的証明ができるまでは、一時的に免除される。 

 ＬＶＩＸ－（５９号）ジェネレータ（オルタネータ）用ローターＬＶＩＸ－（５９号）ジェネレータ（オルタネータ）用ローターＬＶＩＸ－（５９号）ジェネレータ（オルタネータ）用ローターＬＶＩＸ－（５９号）ジェネレータ（オルタネータ）用ローター 

a) ローターケースへのマグネット、フェライト及び/またはスペーサーの組み立て： 



19 

 

SAMI CULTURA JAPONESA IDIOMA LTDA 
Rua Fortaleza, 201  Loja-6  Adrianópolis  Manaus  Amazonas  Brasil  CEP 9057-080 

TEL; +55-92-3633-1908/+55-92-8123-9591 

hisashi_umetsu1948@yahoo.co.jp/www.samicultura.com.br 

b) 接着剤の塗布、適用に従って； 

c) ローターケースのタブのプレス（封印）、適用に従って； 

d) ローターケースへのハブの固定、適用に従って； 

e) ローターのイグニッションポイントの機械加工、適用に従って； 

f) マグネット固定板の機械加工、適用に従って； 

g) ローターのバランス取り及び、着磁；及び 

h) 電気ハーネスの製造： １． 決められた寸法への線材又は、ケーブルの切断； ２． 線材又は、ケーブルのストリッパー； ３． ケーブルのメッシュ巻き ４． ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は、圧着、適用に従って； ５． コネクターのレセプタクル（ハウジング）への端子挿入及び、固定、適用に従って； ６． ネクターのレセプタクル（ハウジング）の端子への線材又はケーブルのハンダ付け、適用に従って； ７． ケーブル又は、電線への電気及び/又は、電子コンポーネントのハンダ付け及び/又は、圧着、適用に従って； ８． ケーブル又は、電線への電気及び/又は、電子コンポーネントの組み立て、適用に従って、及び； ９． ブラケット、ホルダー、クランプ、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの組み付け、適用に従って。 

i) ステーターへの電気ハーネスの組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“h”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸ－（６０号）フューエルレベルセンサーＬＸ－（６０号）フューエルレベルセンサーＬＸ－（６０号）フューエルレベルセンサーＬＸ－（６０号）フューエルレベルセンサー 

a) メタルロッドの製造； 

b) センサーユニットへのメタリックロッドの取り付け； 

c) 端子付き線材の製造； 

d) センサーユニットへの端子付き線材の取り付け； 

e) メタリックロッドの高さ検査； 

f) メタリックロッドへのフロート取り付け；及び 

g) 仕上がった最終製品の検査。 

 第１項第１項第１項第１項－カレンダー年度での生産台数６０万個の生産を限度として段“a”、及び８０万個の生産を限度として段“c”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－第１項に記載されている年間生産個数限度以後、段“a”に規定されている生産工程の生産及びオペレーションの実施は国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 ＬＸＩ－（６１号）燃焼エンジン（ＬＸＩ－（６１号）燃焼エンジン（ＬＸＩ－（６１号）燃焼エンジン（ＬＸＩ－（６１号）燃焼エンジン（オットオットオットオットーーーーサイクル）サイクル）サイクル）サイクル）    ヘッドヘッドヘッドヘッド    サブユニットサブユニットサブユニットサブユニット 

a) 次の段階からなる燃焼エンジンヘッドの製造（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 燃焼エンジンヘッドの鋳造； ２． 機械加工； ３． 表面処理、適用に従って；及び ４． 塗装、適用に従って。 

b) バルブロッドへのシール組み立て、適用に従って； 

c) 次の段階からなるエンジンヘッドの組み立て： １． 吸気バルブの取り付け； ２． 排気バルブの取り付け； ３． 吸気バルブのスプリングの取り付け； ４． バルブスプリングシート取り付け； 
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５． 排気バルブのスプリングの取り付け；および ６． バルブキーの取り付け、適用に従って。 

d) スタッドの固定、適用に従って。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＩＩ－（６２号）スターターペダルシャフトＬＸＩＩ－（６２号）スターターペダルシャフトＬＸＩＩ－（６２号）スターターペダルシャフトＬＸＩＩ－（６２号）スターターペダルシャフト    サブユニットサブユニットサブユニットサブユニット 

a) シャフトの機械加工（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) シャフトへの次のコンポーネントの組み立て： １． スタータードライブギアー（ピンニョン）； ２． スラストワッシャー、適用に従って； ３． スターターラチェット；及び ４． スプリング、ブッシュ及び、スナップリング。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＩＩＩ－（６３号）ジェネレータ（オルタネータＬＸＩＩＩ－（６３号）ジェネレータ（オルタネータＬＸＩＩＩ－（６３号）ジェネレータ（オルタネータＬＸＩＩＩ－（６３号）ジェネレータ（オルタネータ/ダイナモ）サブユニットダイナモ）サブユニットダイナモ）サブユニットダイナモ）サブユニット 

a) 次の段階からなるローターの組み立て： １． ローターケースへの磁石、フェライト及び/又は、スペーサーの組み立て； ２． 接着剤の塗布、適用に従って； ３． ローターケースのタブのプレス（封印）、適用に従って； ４． ローターケースへのハブの固定、適用に従って； ５． ローターのイグニッションポイントの機械加工、適用に従って； ６． マグネット固定板の機械加工、適用に従って；及び ７． ローターのバランス取り及び、着磁。 

b) 次の段階からなる電気ハーネスの製造： １． 決められた寸法への線材又は、ケーブルの切断； ２． 線材又は、ケーブルのストリッパー； ３． ケーブルのメッシュ巻き； ４． ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は、圧着、適用に従って； ５． コネクターのレセプタクル（ハウジング）への端子挿入及び/又は、固定、適用に従って； ６． ネクターのレセプタクル（ハウジング）の端子への線材又はケーブルのハンダ付け、適用に従って； ７． ケーブル又は、電線への電気及び/又は、電子コンポーネントのハンダ付け及び/又は、圧着、適用に従って； ８． ケーブル又は、電線への電気及び/又は、電子コンポーネントの組み立て、適用に従って；及び ９． ブラケット、ホルダー、クランプ、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの組み込み、適用に従って。 

c) 次の段階からなるステーターの組み立て： １． メタリックベースへの電気センサーの組み立て、適用に従って； ２． メタリックベース（又は、燃焼エンジンカバー）へのコイルユニットの組み立て、適用に従って； ３． コイルの電極への電線の端子ハンダ付け及び； ４． ステーターベースへのシールとスナップリングの取り付け、適用に従って； ５． ローターとステーターの合体化； ６． ジェネレータへのスタータードライブギアーの組み立て；及び ７． ジェネレータへのワンウエークラッチの組み立て。 
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単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＩＶ－（６４号）ハンドルＬＸＩＶ－（６４号）ハンドルＬＸＩＶ－（６４号）ハンドルＬＸＩＶ－（６４号）ハンドル    アッパーブラケットアッパーブラケットアッパーブラケットアッパーブラケット    サブユニットサブユニットサブユニットサブユニット 

a) アッパーブラケットの鋳造（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) アッパーブラケットの機械加工（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

c) パイロットボックスへのメーターパネルブラケットの組み立て；及び 

d) アッパーブラケットへのブラケットとボックスの組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”及び、“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＶ－（６５号）フットレストＬＸＶ－（６５号）フットレストＬＸＶ－（６５号）フットレストＬＸＶ－（６５号）フットレスト    サブユニットサブユニットサブユニットサブユニット 

a) 次の段階からなる４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向けペダル（ペダルブラケット、ペダル及び、ペダルラバー）の製造： １． 鋳造、適用に従って； ２． プレス加工、適用に従って； ３． 機械加工、適用に従って； ４． 溶接、適用に従って；及び ５． 表面処理、適用に従って。 

b) 加硫、適用に従って；及び 

c) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部品の組立。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２０１cc から４４９cc のオートバイ及びスクーター用は、段“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＶＩ－（６６号）スターターペダルＬＸＶＩ－（６６号）スターターペダルＬＸＶＩ－（６６号）スターターペダルＬＸＶＩ－（６６号）スターターペダル    サブユニットサブユニットサブユニットサブユニット 

a) 次の段階からなるスターターペダル（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． プレス加工； ２． 機械加工； ３． スターターペダルの溶接； ４． 表面処理、適用に従って； ５． 塗装、適用に従って。 

b) 次の段階からなるペダルの組み立て： １． ペダルのメーンボディーのストッパー組み立て； ２． ペダルリンクの組み立て；及び ３． ペダルラバーの組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、LXVI（６６）号、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＶＩＩ－（６７号）メーターパネルのタコメーターＬＸＶＩＩ－（６７号）メーターパネルのタコメーターＬＸＶＩＩ－（６７号）メーターパネルのタコメーターＬＸＶＩＩ－（６７号）メーターパネルのタコメーター 

a) 目盛り板の印刷、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 



22 

 

SAMI CULTURA JAPONESA IDIOMA LTDA 
Rua Fortaleza, 201  Loja-6  Adrianópolis  Manaus  Amazonas  Brasil  CEP 9057-080 

TEL; +55-92-3633-1908/+55-92-8123-9591 

hisashi_umetsu1948@yahoo.co.jp/www.samicultura.com.br 

b) タコメーター又は、タコメーター/フーエルメーターのメカニズモへの目盛り板の固定、適用に従って； 

c) ポインターの挿入、適用に従って； 

d) タコメーターのポインターレストピンの挿入； 

e) プリント回路基板へのコンポーネントの組み立て、適用に従って；及び 

f) 組立済プリント回路基板の固定、適用に従って。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“e”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc のオートバイ及びスクーター用は、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＶＩＩＩ－ＬＸＶＩＩＩ－ＬＸＶＩＩＩ－ＬＸＶＩＩＩ－(６８号６８号６８号６８号)    ラジオエターラジオエターラジオエターラジオエター    リザーブタンクリザーブタンクリザーブタンクリザーブタンク 

a) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部品の組立。 

 ＬＸＩＸ－（６９号）ラジエターＬＸＩＸ－（６９号）ラジエターＬＸＩＸ－（６９号）ラジエターＬＸＩＸ－（６９号）ラジエター    サーモスタットサーモスタットサーモスタットサーモスタット 

a) 次の段階からなるラジエターのサーモスタットの製造： １． プレス加工； ２． 機械加工；及び ３． 表面処理、適用に従って。 

b) コンポーネントの基本レベルに完全に分解された部品の組立。 

 単項単項単項単項－LXIX（６９号）、段“a”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 ＬＸＸ－（７０号）キー付きシートロックＬＸＸ－（７０号）キー付きシートロックＬＸＸ－（７０号）キー付きシートロックＬＸＸ－（７０号）キー付きシートロック 

a) キーの機械加工； 

b) キーの表面処理； 

c) メタル部分の先端へのプラスチック射出成型（適用に従って）； 

d) シリンダーの組み立て；及び 

e) シートロックの組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”、“b”及び、“c”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＸＩ－ＬＸＸＩ－ＬＸＸＩ－ＬＸＸＩ－(７１号７１号７１号７１号)    キー付きヘルキー付きヘルキー付きヘルキー付きヘルメットロックメットロックメットロックメットロック 

a) キーの機械加工； 

b) キーの表面処理； 

c) メタル部分の先端へのプラスチック射出成型（適用に従って）； 

d) シリンダーの組み立て；及び 

e) ヘルメットロックの組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”、“b”及び、“c”に規定されている生産工程の実施は免除される。 
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 ＬＸＸＩＩ－（７２号）キー付きハンドルロックＬＸＸＩＩ－（７２号）キー付きハンドルロックＬＸＸＩＩ－（７２号）キー付きハンドルロックＬＸＸＩＩ－（７２号）キー付きハンドルロック 

a) キーの機械加工； 

b) キーの表面処理； 

c) メタル部分の先端へのプラスチック射出成型（適用に従って）； 

d) シリンダーの組み立て；及び 

e) ハンドルロックの組み立て。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”、“b”及び、“c”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－カレンダー年度で２５万個までを限度として、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＸＩＩＩ－（７３号）メーターパネル用スピードメーターＬＸＸＩＩＩ－（７３号）メーターパネル用スピードメーターＬＸＸＩＩＩ－（７３号）メーターパネル用スピードメーターＬＸＸＩＩＩ－（７３号）メーターパネル用スピードメーター 

a) 目盛り板の印刷、適用に従って（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) スピードメーター/オドメーターのメカニズモへの目盛り板の固定、適用に従って； 

c) ポインターの挿入、適用に従って； 

d) タコメーターのポインターレストのピンの挿入； 

e) プリント回路基板へのコンポーネントの組み立て、適用に従って；及び 

f) コントロールプリント回路基板の固定、適用に従って。 

 第１項第１項第１項第１項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“e”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、２５１cc から４４９cc のオートバイ及びスクーター用は、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＸＩＶ－（７４号）マスターシリンダー及び、ブレーキキャリパーからなるユニットＬＸＸＩＶ－（７４号）マスターシリンダー及び、ブレーキキャリパーからなるユニットＬＸＸＩＶ－（７４号）マスターシリンダー及び、ブレーキキャリパーからなるユニットＬＸＸＩＶ－（７４号）マスターシリンダー及び、ブレーキキャリパーからなるユニット 

a) 次の段階からなるブレーキキャリパーボディーの製造（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 鋳造； ２． 機械加工、適用に従って； ３． 仕上げ；及び ４． 組み立て、適用に従って。 

b) 次の段階からなるブレーキマスターシリンダーボディーの製造（４５０cc 以下のオートバイ及び、スクーター向け）： １． 鋳造； ２． 機械加工、適用に従って； ３． 仕上げ；及び ４． 組み立て、適用に従って。 

c) 次の段階からなるブレーキキャリパーの組み立て： １． ブリーダーの挿入； ２． ピストンの挿入； ３． ガイドピンのキャップの挿入及び、フードの取り付け； ４． ブラケットとインシュレーターの固定； ５． パッドのメタリック板ばねの固定； ６． ブレーキパッドの挿入； ７． パッドプロテクターの取り付け；及び 
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８． シールカバーの挿入。 

d) 次の段階からなるブレーキマスターシリンダーの組み立て： １． ピストンの挿入； ２． フルードレベルファインダーの挿入； ３． ピストンのリターンスプリングとシールワッシャーの挿入； ４． フルードレベルファインダーのプロテクター挿入； ５． ダイヤフラムのラバーとプレート及び、リザーバーのキャップ組み立て； ６． レバー組み立て； ７． ブレーキスイッチ取り付け； ８． レバーカバーの組み立て、適用に従って； ９． メタリックブラケットの組み立て、適用に従って； １０． クランプ付きマスターシリンダーホースの固定；及び １１． ピストンドライバーの組み立て。 

e) ブレーキフルードの注入；及び 

f) 圧力試験。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”及び、“b”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＸＶ－ＬＸＸＶ－ＬＸＸＶ－ＬＸＸＶ－(７５号７５号７５号７５号)    スターターモーター用ロータースターターモーター用ロータースターターモーター用ロータースターターモーター用ローター 

a) スターターモーターケースの機械加工（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) ローターシャフトへのコアーの圧入； 

c) シャフトへのコミテーターの圧入 

d) 線材の巻き線；及び 

e) コイルのカプセル入れ。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＸＶＩ－（７６号）メーターパネルのフューエルレベルメーター用メカニズモＬＸＸＶＩ－（７６号）メーターパネルのフューエルレベルメーター用メカニズモＬＸＸＶＩ－（７６号）メーターパネルのフューエルレベルメーター用メカニズモＬＸＸＶＩ－（７６号）メーターパネルのフューエルレベルメーター用メカニズモ 

a) ブッシングのプレス加工（４５０cc以下のオートバイ及び、スクーター向け）； 

b) ブッシングのリベット留め； 

c) 磁石のリベット留め； 

d) アンダーケースへのシャフトユニットと磁石の組み立て； 

e) ユニットへのアッパーケース組み立て； 

f) ケースへのブッシング組み立て； 

g) シャフトと磁石ユニットの巻き線； 

h) 抵抗の組み立て； 

i) 端子への銅線と抵抗のハンダ付け； 

j) 回転部の組み立て；及び 

k) インジケーターの組み立て。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“a”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＸＶＩＩ－（７７号）メーターパネルのスピードメーターＬＸＸＶＩＩ－（７７号）メーターパネルのスピードメーターＬＸＸＶＩＩ－（７７号）メーターパネルのスピードメーターＬＸＸＶＩＩ－（７７号）メーターパネルのスピードメーター/オドメーター用メカニズモオドメーター用メカニズモオドメーター用メカニズモオドメーター用メカニズモ 

a) メタリックベース（シャーシー）のプレス加工； 

b) メーンシャフト、アンダー及びアッパージャーナル、垂直及び水平ピンの機械加工； 

c) 完全に分解されたメカニズモの組み立て；及び 
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d) 最終組み立て。 

 第１項第１項第１項第１項－カレンダー年度で５万個を限度として、段“a”に規定されているシャーシのプレス加工及び、カレンダー年度で５万個を限度として、ＬＸＸＶＩＩ（７７号）、段“b”の規定されているメーンシャフト、アンダー及びアッパージャーナル、垂直及び水平ピンの機械加工の生産工程の実施は免除される。 

 第２項第２項第２項第２項－第１項に記載された年間生産個数以降は、段“b”に規定されている生産工程に関する生産及び、オペレーションの実施は国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 ＬＸＸＶＩＩＩ－ＬＸＸＶＩＩＩ－ＬＸＸＶＩＩＩ－ＬＸＸＶＩＩＩ－(７８号７８号７８号７８号)    エンジン用エアー吸入バルブエンジン用エアー吸入バルブエンジン用エアー吸入バルブエンジン用エアー吸入バルブ 

a) 吸入バルブボディーへのベアリングの圧入； 

b) 吸入バルブボディーへのダイヤフラムの組み立て； 

c) ダイヤフラムのカバー固定； 

d) エアー吸入バルブのカバー固定； 

e) 吸入バルブボディーへのリターンバルブ組み立て；及び 

f) リターンバルブカバー固定。 

 単項単項単項単項－本“省間条令”の公布日から１２カ月間の期間、段“c”に規定されている生産工程の実施は免除される。 

 ＬＸＸＩＸ－（７９号）ドライブチＬＸＸＩＸ－（７９号）ドライブチＬＸＸＩＸ－（７９号）ドライブチＬＸＸＩＸ－（７９号）ドライブチェーンェーンェーンェーン 

a) インナーっとアウタープレート及び、ピンのプレス加工からなるチェーン組み立て； 

b) ピンのリベット留めでのチェーン閉鎖； 

c) チェーンひっぱり； 

d) 検査とテスト；及び 

e) 潤滑。 

 単項単項単項単項－２５０cc 以上のオートバイ向け及び、マナウス・フリー・ゾーンのみで取引されるドライブチェーンの場合は、カレンダー年度のドライブチェーンの総生産個数の３％を限度として基本生産工程の工程は次のようにする。 

 

I. （１）リールでの組み立て済チェーンの切断；及び 

II. （２）継ぎ手リンクを使用したチェーンの閉鎖及び、ピンのリベット留め。 

 ＬＸＸＸ－（８０号）インナーフューエルポンプＬＸＸＸ－（８０号）インナーフューエルポンプＬＸＸＸ－（８０号）インナーフューエルポンプＬＸＸＸ－（８０号）インナーフューエルポンプ 

a) コンポーネントのプラスチック射出成形；アンダーカバー及びジャンクション； 

b) コネクション端子コンポーネントのゴム成形、適用に従って； 

c) フィルターエレメントの製造； 

d) アウターケースへのフューエル供給装置及び、フィルターエレメントの組み立て； 

e) アウターケースへのフランジの固定； 

f) フューエルレベルセンサーの製造； 

g) フューエルレベルセンサーの固定；及び 

h) シールジョイントの取り付け。 

 第１項第１項第１項第１項－段“d”、“e”、“g”及び、“h”に規定されている生産工程は委託生産することはできない。 
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第２項第２項第２項第２項－段“b”、“c”及び、“f”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは国内いのかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 第３項第３項第３項第３項－段“c”及び、“f”に規定されている生産工程は、次の条件によって免除される。 

I. （１）段“c”（フィルターエレメントの製造）；国内での製造の効果的証明ができるまで、一時的に免除する。 

II. （２）段“f”（フューエルレベルセンサーの製造）；カレンダー年度でのフューエルポンプの総生産個数の５０％までは免除される。 

 ＬＸＸＸＩ－（８１号）ブレーキスイッチＬＸＸＸＩ－（８１号）ブレーキスイッチＬＸＸＸＩ－（８１号）ブレーキスイッチＬＸＸＸＩ－（８１号）ブレーキスイッチ 

a) プラスチック射出成型； 

b) 電気ハーネスの製造： １． 決められた寸法での線材又は、ケーｓブルの切断； ２． 線材又は、ケーブルのストリッパー； ３． ケーブルのメッシュの巻き付け； ４． ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は、圧着、適用に従って； ５． コネクターのレセプタクル（ハイジング）への端子の挿入と固定、適用に従って； ６． コネクターのレセプタクル（ハイジング）の端子へのケーブル及び、線材のハンダ付け、適用に従って； ７． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ８． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品の組立、適用に従って；及び ９． ブラケット、ホルダー、クランプ、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの組み込み、適用に従って。 

c) スプリング、ネジ、ボール、接着剤、グリス及び、絶縁材の製造； 

d) メタリック部品のプレス加工；及び 

e) 部分及び、部品からなる最終組み立て。 

 単項単項単項単項－段“c”及び、“d”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは、国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 ＬＸＸＸＩＩ－ＬＸＸＸＩＩ－ＬＸＸＸＩＩ－ＬＸＸＸＩＩ－(８２号８２号８２号８２号)    クラッチスイッチクラッチスイッチクラッチスイッチクラッチスイッチ 

a) プラスチック射出成型； 

b) 電気ハーネスの製造： １． 決められた寸法での線材又は、ケーブルの切断； ２． 線材又は、ケーブルのストリッパー； ３． ケーブルのメッシュの巻き付け； ４． ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ５． コネクターのレセプタクル（ハイジング）への端子の挿入と固定、適用に従って； ６． コネクターのレセプタクル（ハイジング）の端子へのケーブル及び、線材のハンダ付け、適用に従って; ７． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ８． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品の組立、適用に従って；及び ９． ブラケット、ホルダー、クランプ、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの組込、適用に従って。 

c) スプリング、ネジ、ボール、接着剤、グリス及び、絶縁材の製造； 

d) メタリック部品のプレス加工；及び 

e) 部分及び、部品からなる最終組み立て。 
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 単項単項単項単項－段“c”及び、“d”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは、国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 ＬＸＸＸＩＩＩ－（８３号）ランプ、緊急及びスタータースイッチユニットＬＸＸＸＩＩＩ－（８３号）ランプ、緊急及びスタータースイッチユニットＬＸＸＸＩＩＩ－（８３号）ランプ、緊急及びスタータースイッチユニットＬＸＸＸＩＩＩ－（８３号）ランプ、緊急及びスタータースイッチユニット 

a) プラスチック射出成型； 

b) 電気ハーネスの製造： １． 決められた寸法での線材又は、ケーｓブルの切断； ２． 線材又は、ケーブルのストリッパー； ３． ケーブルのメッシュの巻き付け； ４． ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ５． コネクターのレセプタクル（ハイジング）への端子の挿入と固定、適用に従って； ６． コネクターのレセプタクル（ハイジング）の端子へのケーブル及び、線材のハンダ付け、適用に従って； ７． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ８． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品の組み立て、適用に従って；及び ９． ブラケット、ホルダー、クランプ、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの組み込み、適用に従って。 

c) メタリック部品のプレス加工； 

d) スプリング、ネジ、ボール、接着剤、グリス及び、絶縁材の製造； 

e) コンポーネントの基本レベルユニットの組み立て； 

f) スイッチサブユニットへの、端子付き電気ハーネスサブユニットのハンダ付け；及び 

g) ケースの最終組み立て。 

 第１第１第１第１項項項項－段“c”及び、“d”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは、国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 第２項第２項第２項第２項－段“b”に規定されている生産工程の実施は、カレンダー年度をベースとして地域での生産個数の最低５０％は対応しなければならない。 

 ＬＸＬＸＬＸＬＸＸＸＩＶ－（８４号）フラッシャー、テールライトとヘェドライト、遠近ライトとホーン、パッシンＸＸＩＶ－（８４号）フラッシャー、テールライトとヘェドライト、遠近ライトとホーン、パッシンＸＸＩＶ－（８４号）フラッシャー、テールライトとヘェドライト、遠近ライトとホーン、パッシンＸＸＩＶ－（８４号）フラッシャー、テールライトとヘェドライト、遠近ライトとホーン、パッシングライト及びアクセルレバーのユニットグライト及びアクセルレバーのユニットグライト及びアクセルレバーのユニットグライト及びアクセルレバーのユニット 

a) プラスチック射出成型； 

b) 電気ハーネスの製造： １． 決められた寸法での線材又は、ケーｓブルの切断； ２． 線材又は、ケーブルのストリッパー； ３． ケーブルのメッシュの巻き付け； ４． ケーブル又は、線材への端子のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ５． コネクターのレセプタクル（ハイジング）への端子の挿入と固定、適用に従って； ６． コネクターのレセプタクル（ハイジング）の端子へのケーブル及び、線材のハンダ付け、適用に従って； ７． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品のハンダ付け及び/又は圧着、適用に従って； ８． ケーブル及び、線材への電気及び/又は、電子部品の組み立て、適用に従って；及び ９． ブラケット、ホルダー、クランプ、インシュレーター、シール、ソケット及び/又は、スペーサーの組み込み、適用に従って。 
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c) メタリック部品のプレス加工； 

d) スプリング、ネジ、ボール、接着剤、グリス及び、絶縁材の製造； 

e) コンポーネントの基本レベルユニットの組み立て； 

f) スイッチサブユニットへの、端子付き電気ハーネスサブユニットのハンダ付け；及び 

g) ケースの最終組み立て。 

 第１項第１項第１項第１項－段“e”及び、“g”に規定されている生産工程は委託生産することはできない。 

 第２第２第２第２項項項項－段“c”及び、“d”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは、国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 第３第３第３第３項項項項－段“b”に規定されている生産工程の実施は、カレンダー年度をベースとして地域での生産個数の最低５０％は対応しなければならない。 

 ＬＸＸＸＶ－（８５）フューエルプレッシャレギュレーターＬＸＸＸＶ－（８５）フューエルプレッシャレギュレーターＬＸＸＸＶ－（８５）フューエルプレッシャレギュレーターＬＸＸＸＶ－（８５）フューエルプレッシャレギュレーター 

a) ボディー及び、カバーの射出成型； 

b) フィルター及び、メタルプレートのサブ組み立て； 

c) 調整バルブへのゴムリングのサブ組み立て； 

d) ボディーへのフィルター挿入； 

e) ボディーへの調整バルブ挿入； 

f) 漏れテスト；及び 

g) ボディーへのカバー溶接。 

 ＬＸＸＸＶＩ－（８６号）ラバー、コルク及びスポンジのプレス部品ＬＸＸＸＶＩ－（８６号）ラバー、コルク及びスポンジのプレス部品ＬＸＸＸＶＩ－（８６号）ラバー、コルク及びスポンジのプレス部品ＬＸＸＸＶＩ－（８６号）ラバー、コルク及びスポンジのプレス部品 

a) 粘着化、適用に従って； 

b) 粘着剤へのプロテクター取り付け、適用に従って；及び 

c) プレス加工。 

 ＬＸＸＸＶＩＩ－（８７号）マフラーコンプリートユニットＬＸＸＸＶＩＩ－（８７号）マフラーコンプリートユニットＬＸＸＸＶＩＩ－（８７号）マフラーコンプリートユニットＬＸＸＸＶＩＩ－（８７号）マフラーコンプリートユニット 

a) 次の部分及び部品の素材切断又は、プレス加工： １． フレームへのマフラー取り付けブラケット；及び ２． マフラーアウターボディー。 

b) メフラースターボディーのロレット加工； 

c) 次の部分及び、部品の溶接： １． サイレンサーのインナーボディー； ２． マフラーのインナーボディー； ３． マフラーのアウターボディー； ４． プロテクター固定ブラケット、適用に従って；及び ５． ハフラー固定ブラケット。 

d) サイレンサーの内面塗装、適用に従って； 

e) 次の部分及び、部品の塗装、適用に従って： １． マフラーサブユニット ２． エキゾストパイププロテクター； ３． マフラープロテクター；及び ４． エキゾストパイプ。 

f) エキゾストパイプ及び、マフラープロテクターの組み立て、適用に従って。 
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 ＬＸＸＸＶＩＩＩ－（ＬＸＸＸＶＩＩＩ－（ＬＸＸＸＶＩＩＩ－（ＬＸＸＸＶＩＩＩ－（８８号）フレーム８８号）フレーム８８号）フレーム８８号）フレーム 

a) 溶接； 

b) 表面処理、熱処理又は、化学浸透； 

c) バフ； 

d) 塗装； 

e) 組立。 

 単項単項単項単項－４５０cc以上のスクーター及び、オートバイ向けには、企業の判断において、次の最低４部分の最終溶接が要求される。 

I. （１）ハンドル； 

II. （２）エンジンブラケット； 

III. （３）バッテリーボックス又は、ブラケット； 

IV. （４）シートブラケット； 

V. （５）ショックアブソーバーブラケット； 

VI. （６）リアフォークブラケット； 

VII. （７）フットレストフロント及び、リアブラケット； 

VIII. （８）アッパーメーンパイプ；及び 

IX. （９）ロアーメーンパイプ。 

 ＬＸＸＬＸＸＬＸＸＬＸＸＸＩＸ－（８９号）イグニッションシステムのロックシステムＸＩＸ－（８９号）イグニッションシステムのロックシステムＸＩＸ－（８９号）イグニッションシステムのロックシステムＸＩＸ－（８９号）イグニッションシステムのロックシステム    キー付きキー付きキー付きキー付き 

a) ロックシステムのシリンダー、ロックレバー及び、ボディーの鋳造； 

b) ロックシステムボディーの機械加工、適用に従って； 

c) ロックシステムのシリンダー、ロックレバー及び、ボディーの表面処理； 

d) ロックシステムボディーへのスプリング、磁石及び、ボールの組み立て； 

e) ロックシステムボディーへのシリンダー及び、ロックレバーの組み立て； 

f) ロックシステムカバーへの仕上げリングの取り付け；及び 

g) ロックシステムボディーへのカバー固定。 

 ＸＣ－（９０号）イグニッションＸＣ－（９０号）イグニッションＸＣ－（９０号）イグニッションＸＣ－（９０号）イグニッションシステムシステムシステムシステム    キー付きキー付きキー付きキー付き 

a) シリンダーボディーの鋳造； 

b) シリンダーボディーの機械加工； 

c) シリンダーボディーの表面処理； 

d) シリンダーの組み立て； 

e) セーフティーロックの組み立て； 

f) イグニッションシステムボディーへのシリンダーの組み立て； 

g) イグニッションシステムボディーへのセーフティーロックの組み立て； 

h) イグニッションシステムボディーへの接続ケーブル付きコンタクトベースの固定；及び 

i) イグニッションシステムボディーへのリアカバーの固定。 

 ＸＣＩ－（９１号）オブジェクロホルダーロックＸＣＩ－（９１号）オブジェクロホルダーロックＸＣＩ－（９１号）オブジェクロホルダーロックＸＣＩ－（９１号）オブジェクロホルダーロック    キー付きキー付きキー付きキー付き 

a) オブジェクロホルダーロックのボディー鋳造； 

b) オブジェクロホルダーロックボディーの機械加工； 

c) オブジェクロホルダーロックボディーの表面処理； 

d) シリンダーの組み立て；及び 

e) オブジェクロホルダーロックボディーへのシリンダー及び、コンポーネントの組み立て。 
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ＣＸＩＩ－（９２号）フューエルタンクロックユニットＣＸＩＩ－（９２号）フューエルタンクロックユニットＣＸＩＩ－（９２号）フューエルタンクロックユニットＣＸＩＩ－（９２号）フューエルタンクロックユニット    キー付きキー付きキー付きキー付き 

a) タンクロックユニットボディーの鋳造； 

b) タンクロックユニットボディーの機械加工； 

c) タンクロックユニットボディーの表面処理； 

d) シリンダーの組み立て； 

e) タンクロックユニットボディーへのシリンダー組み立て； 

f) タンクロックユニットボディーへのロックの組み立て； 

g) タンクロックユニットボディーへのアッパーカバーの圧入； 

h) タンクロックユニットボディーへのバルブ及び、シール組み立て；及び 

i) タンクロックユニットボディーへのロアカバー固定。 

 第１第１第１第１項項項項－段“a”、“b”及び、“c”に規定されている生産工程は、国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 第第第第 2 項項項項－段“a”、“b”及び、“c”に規定されている生産工程に関する生産又は、オペレーションは、国内のいかなる地域でも第三者によって実施することができる。 

 第２条第２条第２条第２条－各号に記載された国内のいかなる地域での実施を認められた特別な段階を除いて、第Ｉ（１）号から第ＸＣＩI（９２）号に規定されている全ての基本生産工程はマナウス・フリー・ゾーンで行わなければならない 

 第３条第３条第３条第３条－基本生産工程に従っていれば、それぞれの号の１段階及び、各号に特別の明確に規定されている内容を実施していれば、それぞれの生産段階に関した生産又は、オペレーションをマナウス・フリー・ゾーン内で第三者によって実施することが出来る。 

 第４条第４条第４条第４条－マナウス・フリー・ゾーン監督庁（ＳＵFRAMA）は、原付自転車、スクーター、オートバイ、三輪オートバイ及び、四輪オートバイのエンジン及び、フレームに関連する部分及び、部品の分解レベルに関する補足規定を設定する。 

 第５条第５条第５条第５条－技術的又は、経済的要因が明確に証明される場合は、開発・工業・貿易省及び、科学・技術・改革省の省間条約によって、基本生産工程にいかなる工程の実施を一時的に中断又は変更することが出来ることを決定する。 

 第６条第６条第６条第６条－本“省間条令”は公布日から効力となり、省間条令２００４年７月１７日付け１８２号、２００５年２月１１日付け４８号、２００５年１１月１６日付け３５８号、２００６年４月４日付け５７号、２００７年５月３日付け７８号、２００７年８月１５日付け１４７号、２００７年１１月１３日付け２１２号、２００８年１月２２日付け１４号、２００８年３月４日付け５８号、２００８年７月２日付け１４２号、２００８年１２月２日付け２２７号、２００９年１月１３日付け６号、２００９年２月１８日付け６２号、２００９年７月２日付け１３４号、２００９年１２月２３日付け２１９号、２０１０年５月５日付け１０１号、２０１０年９月２８日付け１９４号、２０１１年６月１５日付け１３８号、２０１２年２月２８日付け６４号は廃止される。 
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 第第第第７条７条７条７条－省間条令２０１２年１１月２０日付け２５７号の添付表のアイテムも廃止される。 
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